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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
無線通信システムにおいてデータを送信する方法であって、
通信受信ノードに向けられたデータを、高優先度コードストリームと低優先度コードスト
リームとに分割することと、
前記高優先度コードストリームを、前記通信受信ノードと中継ノードとに送信することと
、
前記低優先度コードストリームを、前記通信受信ノードに送信することとを含み、
前記中継ノードは、前記高優先度コードストリームを受信し、増幅して、前記通信受信ノ
ードに転送するように構成されており、
前記通信受信ノードは、前記高優先度コードストリームを実質的に第１の時間間隔の間に
受信するように構成され、前記低優先度コードストリームと前記増幅された高優先度コー
ドストリームの両方を実質的に前記第１の時間間隔とインターリーブされた第２の時間間
隔の間に受信するようにさらに構成されている、
方法。
【請求項２】
前記データが前記高優先度コードストリームと低優先度コードストリームとに分割され、
前記高優先度コードストリームと低優先度コードストリームとが通信送信ノードによって
送信される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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前記高優先度コードストリームが前記通信受信ノードのための基本通信サービスを保証す
るように構成されている、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記低優先度コードストリームが前記通信受信ノードのための通信サービスを強化するよ
うに構成されている、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
前記高優先度コードストリームを前記通信受信ノードと中継ノードとに送信することが、
前記高優先度コードストリームに含まれるデータを前記第１の時間間隔の間に送信するこ
とを含み、
前記低優先度コードストリームを前記通信受信ノードに送信することが、前記低優先度コ
ードストリームに含まれるデータを前記第２の時間間隔の間に送信することを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
通信受信ノードに向けられたデータを、高優先度コードストリームと低優先度コードスト
リームとに分割することと、
前記高優先度コードストリームを、前記通信受信ノードと中継ノードとに送信することと
、
前記低優先度コードストリームを、前記通信受信ノードに送信することと
を含む動作を行うように、コンピューティングデバイスによって実行可能なコンピュータ
実行可能命令が記憶されているコンピュータ可読記憶媒体であって、
前記中継ノードは、前記高優先度コードストリームを増幅して、前記通信受信ノードに転
送するように構成されており、
前記通信受信ノードは、前記高優先度コードストリームを実質的に第１の時間間隔の間に
受信するように構成され、前記低優先度コードストリームと前記増幅された高優先度コー
ドストリームの両方を実質的に前記第１の時間間隔とインターリーブされた第２の時間間
隔の間に受信するようにさらに構成されている、
コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項７】
前記コンピューティングデバイスが通信送信ノードに含まれている、請求項６に記載のコ
ンピュータ可読記憶媒体。
【請求項８】
前記通信送信ノードが基地局またはｅＮＢを含む、請求項７に記載のコンピュータ可読記
憶媒体。
【請求項９】
前記高優先度コードストリームが前記通信受信ノードのための基本通信サービスを保証す
るように構成されている、請求項６に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１０】
前記低優先度コードストリームが前記通信受信ノードのための通信サービスを強化するよ
うに構成されている、請求項６に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１１】
前記高優先度コードストリームを前記通信受信ノードと中継ノードとに送信することが、
前記高優先度コードストリームに含まれるデータを前記第１の時間間隔の間に送信するこ
とを含み、
前記低優先度コードストリームを前記通信受信ノードに送信することが、前記低優先度コ
ードストリームに含まれるデータを前記第２の時間間隔の間に送信することを含む、
請求項６に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１２】
無線通信システムにおいて、高優先度コードストリームと低優先度コードストリームとに
分割されたデータを受信する方法であって、
実質的に第１の時間間隔の間に、前記高優先度コードストリームを通信送信ノードから受
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信することと、
実質的に第２の時間間隔の間に、前記低優先度コードストリームを前記通信送信ノードか
ら受信することと、
実質的に前記第２の時間間隔の間に、増幅された高優先度コードストリームを中継ノード
から受信することと
を含む方法。
【請求項１３】
前記増幅された高優先度コードストリームを前記低優先度コードストリームから分離する
ことをさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
前記増幅された高優先度コードストリームを前記低優先度コードストリームから分離する
ことが、前記受信された低優先度コードストリームと前記増幅された高優先度コードスト
リームとの最小平均２乗誤差解析を実行することを含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
前記高優先度コードストリームが、前記高優先度コードストリームを受信する通信受信ノ
ードのための基本通信サービスを保証するように構成されている、請求項１２に記載の方
法。
【請求項１６】
前記低優先度コードストリームが前記通信受信ノードのための通信サービスを強化するよ
うに構成されている、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
実質的に前記第１の時間間隔の間に前記高優先度コードストリームを受信し実質的に前記
第２の時間間隔の間に増幅された前記高優先度コードストリームを受信することが、前記
高優先度コードストリームに含まれるデータに対する時間ダイバーシティを提供する、請
求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
高優先度コードストリームと低優先度コードストリームとに分割されたデータを受信する
動作であって、
実質的に第１の時間間隔の間に、前記高優先度コードストリームを通信送信ノードから受
信することと、
実質的に第２の時間間隔の間に、前記低優先度コードストリームを前記通信送信ノードか
ら受信することと、
実質的に前記第２の時間間隔の間に、増幅された高優先度コードストリームを中継ノード
から受信することと
を含む動作を行うように、コンピューティングデバイスによって実行可能なコンピュータ
実行可能命令が記憶されているコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１９】
前記コンピューティングデバイスが通信受信ノードに含まれている、請求項１８に記載の
コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２０】
前記通信受信ノードが携帯電話、スマートフォン、またはラップトップコンピュータを含
む、請求項１９に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２１】
前記動作が前記増幅された高優先度コードストリームを前記低優先度コードストリームか
ら分離することをさらに含む、請求項１８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２２】
前記増幅された高優先度コードストリームを前記低優先度コードストリームから分離する
ことが、前記受信された低優先度コードストリームと前記増幅された高優先度コードスト
リームとの最小平均２乗誤差解析を実行することを含む、請求項２１に記載のコンピュー
タ可読記憶媒体。
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【請求項２３】
前記高優先度コードストリームが、前記高優先度コードストリームを受信する通信受信ノ
ードのための基本通信サービスを保証するように構成されている、請求項１８に記載のコ
ンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２４】
前記低優先度コードストリームが前記通信受信ノードのための通信サービスを強化するよ
うに構成されている、請求項２３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２５】
データを高優先度コードストリームと低優先度コードストリームとに分割し、前記高優先
度および低優先度コードストリームを送信するように構成された通信送信ノードと、
前記高優先度コードストリームを受信し、増幅して、転送するように構成された中継ノー
ドと、
実質的に第１の時間間隔の間に、前記高優先度コードストリームを前記通信送信ノードか
ら受信し、
実質的に第２の時間間隔の間に、前記低優先度コードストリームを前記通信送信ノードか
ら受信し、
実質的に前記第２の時間間隔の間に、前記増幅された高優先度コードストリームを前記中
継ノードから受信する
ように構成された通信受信ノードと
を含む無線通信システム。
【請求項２６】
前記通信送信ノードの送信パワーが約３５ｄＢｍである、請求項２５に記載の無線通信シ
ステム。
【請求項２７】
前記通信送信ノードの送信パワーが約２０ｄＢｍである、請求項２５に記載の無線通信シ
ステム。
【請求項２８】
前記無線通信システムにおける信号対雑音比が約１８ｄＢである、請求項２５に記載の無
線通信システム。
【請求項２９】
ｒが、前記通信送信ノードからの最大送信距離であり、さらに約０．７５ｒよりも長い距
離における前記無線通信システムの能力が、前記中継ノードを含まない無線通信システム
の場合よりも１０％から５０％高い範囲にある、請求項２５に記載の無線通信システム。
【請求項３０】
前記通信送信ノードと前記中継ノードとの間の距離が、約０．５ｒである、請求項２９に
記載の無線通信システム。
【請求項３１】
前記通信送信ノードが基地局またはｅＮＢを含む、請求項２５に記載の無線通信システム
。
【請求項３２】
前記通信受信ノードが携帯電話、スマートフォン、またはラップトップコンピュータを含
む、請求項２５に記載の無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本明細書において別段の断りがない限り、本明細書に記載されている内容は、本出願の
特許請求の範囲に対する従来技術ではなく、本項目に含めることによって従来技術である
と認めるものでもない。
【０００２】
　今日では、無線通信システムは、多くの場合に、複数の基地局を有するように構成され
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、高カバレッジブロードキャスト送信モードを採用しており、この場合、それぞれの基地
局がその近傍にあるユーザ機器に独立に送信する。換言するならば、データ送信は、通常
、基地局からユーザ機器に単独リンクを介して行われる。単独リンク送信が広範囲に用い
られていることに起因して、データ送信処理にフェージングが生じやすく、その結果、間
違いやユーザにおける動作停止の発生率が増加する可能性がある。例えば、セルエッジに
近いユーザ機器にとっては、送信中に大きな損失があると、ユーザ機器の受信能力が著し
く損なわれる可能性がある。
【発明の概要】
【０００３】
　本明細書に記載されている技法は、一般に、１つまたは複数の中継ノードを含む無線通
信システムにおける階層的なデータ送信に関する。
【０００４】
　いくつかの例において、無線通信システムにおいてデータを送信する方法が説明される
。この方法は、通信受信ノードに向けられたデータを、高優先度コードストリームと低優
先度コードストリームとに分割することを含みうる。この方法は、また、高優先度コード
ストリームを、通信受信ノードと中継ノードとに送信することを含みうる。この方法は、
また、低優先度コードストリームを、通信受信ノードに送信することを含みうる。中継ノ
ードは、高優先度コードストリームを受信し、増幅して、通信受信ノードに転送するよう
に構成されうる。通信受信ノードは、高優先度コードストリームを実質的に第１の時間間
隔の間に受信するように構成され、低優先度コードストリームと増幅された高優先度コー
ドストリームの両方を実質的に第１の時間間隔とインターリーブされた第２の時間間隔の
間に受信するようにさらに構成されうる。
【０００５】
　いくつかの実施形態において、動作を行うように、コンピューティングデバイスによっ
て実行可能なコンピュータ実行可能命令が記憶されているコンピュータ可読記憶媒体が説
明される。この動作は、通信受信ノードに向けられたデータを、高優先度コードストリー
ムと低優先度コードストリームとに分割することを含みうる。動作はまた、高優先度コー
ドストリームを、通信受信ノードと中継ノードとに送信することを含みうる。動作はまた
、低優先度コードストリームを、通信受信ノードに送信することを含みうる。中継ノード
は、高優先度コードストリームを受信し、増幅して、通信受信ノードに転送するように構
成されうる。通信受信ノードは、高優先度コードストリームを実質的に第１の時間間隔の
間に受信するように構成され、低優先度コードストリームと増幅された高優先度コードス
トリームの両方を実質的に第１の時間間隔とインターリーブされた第２の時間間隔の間に
受信するようにさらに構成されうる。
【０００６】
　いくつかの例において、無線通信システムにおいてデータを受信する方法が説明される
。この方法は、実質的に第１の時間間隔の間に高優先度コードストリームを通信送信ノー
ドから受信することを含みうる。この方法は、また、実質的に第２の時間間隔の間に低優
先度コードストリームを通信送信ノードから受信することを含みうる。方法はまた、実質
的に第２の時間間隔の間に、増幅された高優先度コードストリームを中継ノードから受信
することを含みうる。
【０００７】
　いくつかの例において、動作を行うように、コンピューティングデバイスによって実行
可能なコンピュータ実行可能命令が記憶されているコンピュータ可読記憶媒体が説明され
る。この動作は、実質的に第１の時間間隔の間に高優先度コードストリームを通信送信ノ
ードから受信することを含みうる。動作はまた、実質的に第２の時間間隔の間に低優先度
コードストリームを通信送信ノードから受信することを含みうる。動作はまた、実質的に
第２の時間間隔の間に、増幅された高優先度コードストリームを中継ノードから受信する
ことを含みうる。
【０００８】
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　いくつかの例において、通信送信ノードと中継ノードと通信受信ノードとを含みうる無
線通信システムが説明される。通信送信ノードは、データを高優先度コードストリームと
低優先度コードストリームとに分割して、高優先度および低優先度コードストリームを送
信するように構成されうる。中継ノードは、高優先度コードストリームを受信し、増幅し
て、転送するように構成されうる。通信受信ノードは、実質的に第１の時間間隔の間に高
優先度コードストリームを通信送信ノードから受信し、実質的に第２の時間間隔の間に低
優先度コードストリームを通信送信ノードから受信し、実質的に第２の時間間隔の間に増
幅された高優先度コードストリームを中継ノードから受信するように構成されうる。
【０００９】
　以上の概要は、単に例示にすぎず、いかなる意味でも限定を意図していない。上述した
例示的な態様、実施形態および特徴に加え、別の態様、実施形態および特徴が、図面と以
下の詳細な説明とを参照することによって、明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】通信送信ノードと中継ノードと通信受信ノードとを含む無線通信システムの図で
ある。
【図２】図１の無線通信システムにおいて送信および受信されるデータの概略図である。
【図３】図１の通信送信ノードと通信受信ノードとの例示的な実施形態のブロック図であ
る。
【図４】無線通信システムにおいてデータを送信する方法の例示的な流れ図である。
【図５】無線通信システムにおいてデータを受信する方法の例示的な流れ図である。
【図６】様々な無線通信システム間で能力を比較するグラフである。
【図７】様々な無線通信システム間で動作停止発生率を比較するグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　なお、以上の図に示されているのは、すべて、本明細書に記載されている少なくともい
くつかの実施形態に従って構成されたものである。
【００１２】
　以下の詳細な説明では添付の図面を参照するが、これらの図面は、本明細書の一部を形
成する。図面では、通常、文脈により別段の指示がない限り、類似の記号は類似のコンポ
ーネントを識別する。詳細な説明、図面、および特許請求の範囲に記載されている説明の
ための実施形態は、限定的であることを意図していない。本明細書において提示される主
題の精神または範囲から逸脱することなく、他の実施形態を用いることが可能であり、他
の変更を行うことが可能である。本明細書で概括的に記載され図面に例示されている本開
示の複数の態様は、広範な異なる構成で配列され、置き換えられ、組み合わされ、分離さ
れ、設計されてもよく、これらのすべてについて、本明細書で明示的に考察されることが
容易に理解できよう。
【００１３】
　本明細書に開示されているいくつかの実施形態は、広く、１つまたは複数の中継ノード
を含む無線通信システムにおいてデータを階層的に送信する技術に関する。例えば、概し
て、携帯電話、スマートフォン、またはラップトップコンピュータなどの通信受信ノード
に向けられたデータは、基地局またはｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）などの通
信送信ノードによって、高優先度コードストリームと低優先度コードストリームとに分割
されうる。両方のコードストリームは、高優先度コードストリームからのデータが第１の
時間間隔の間に送信され、低優先度コードストリームからのデータが第１の時間間隔とイ
ンターリーブされた第２の時間間隔の間に送信されるように、通信受信ノードに送信され
うる。
【００１４】
　高優先度コードストリームは、第１の時間間隔の間に、通信受信ノードと中継ノードと
の両方によって受信されうる。中継ノードは、通信送信ノードと同期化されており、高優
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先度コードストリームを増幅して第２の時間間隔の間に通信受信ノードに転送するように
、構成されうる。したがって、第２の時間間隔の間には、通信受信ノードは、通信送信ノ
ードからの低優先度コードストリームと、中継ノードからの増幅された高優先度コードス
トリームとの両方を受け取りうる。
【００１５】
　高優先度コードストリームは、通信受信ノードのための基本通信サービスを保証するよ
うに構成されうる。低優先度コードストリームは、通信受信ノードのための通信サービス
を強化するように構成されうる。第１の時間間隔の間には高優先度コードストリームを受
信し第２の時間間隔の間には増幅された高優先度コードストリームを受信することにより
、高優先度コードストリームに含まれているデータに対する時間ダイバーシティが与えら
れ、それによって、無線通信システムにおけるパフォーマンスが向上しうる。したがって
、通信受信ノードが高優先度コードストリームおよび／または増幅された高優先度コード
ストリームだけを受信する場合、この通信受信ノードは、無線通信システムにおける基本
通信サービスを依然として有しうる。通信受信ノードがさらに低優先度コードストリーム
を受信する場合には、通信受信ノードへの通信サービスは向上する可能性があり、それに
よって、その通信受信ノードと関連するユーザのユーザ体験が向上する。
【００１６】
　本明細書に記載されている技術は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ
－ＦＤＭＡおよび他のシステムなど、様々な無線通信システムに対して用いることが可能
である。「システム」という用語と「ネットワーク」という用語とは、相互に交換可能な
ものとして用いられることが多い。ＣＤＭＡシステムは、ユニバーサルテレストリアル無
線アクセス（ＵＴＲＡ）やｃｄｍａ２０００などの無線技術を実装することができる。Ｕ
ＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））、およびＣＤＭＡの他の変形を含
む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６の標準に及ぶ
。ＴＤＭＡシステムは、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ（ＧＳ
Ｍ（登録商標））などの無線技術を実装することができる。ＯＦＤＭＡシステムは、進化
型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８
０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２
０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）などの無線技術を実装することができる。ＵＴＲ
ＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭ
ＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲ
Ａを用いるＵＭＴＳのリリースである。なお、Ｅ－ＵＴＲＡでは、ダウンリンクにはＯＦ
ＤＭＡが用いられ、アップリンクにはＳＣ－ＦＤＭＡが用いられる。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴ
ＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥおよびＧＳＭ（登録商標）については、「第３世代パートナーシ
ッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称される組織から出されている文書に記載されている
。ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢについては、「第３世代パートナーシッププロジェクト
２」（３ＧＰＰ２）と称される組織から出されている文書に記載されている。
【００１７】
　図１は、本明細書に記載されている少なくともいくつかの実施形態に従って構成されて
いる通信送信ノード１０２と中継ノード１０４と通信受信ノード１０６とを含む無線通信
システム１００の図である。例示されている実施形態では、無線通信システム１００は、
通信送信ノード１０２によってサービスを受ける単一の「セル」として実施されている。
より概括的には、無線通信システム１００は複数個のセルを含みうるが、それぞれのセル
は、対応する通信送信ノード１０２によってサービスを受けることができる。これらのお
よび他の実施形態では、通信送信ノード１０２は、例えば基地局やｅＮＢなどとして実施
することができる。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、通信送信ノード１０２は、通信受信ノード１０６に向けられ
たデータを高優先度コードストリーム１０８と低優先度コードストリーム１１０とを含む
２つのコードストリームに分割するように構成されうる。通信受信ノード１０６に向けら
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れたデータには、例えば、ビデオデータ、音声データ、または他のデータが含まれうる。
概して、高優先度コードストリーム１０８の中のデータは、通信受信ノード１０６が無線
通信システム１００に首尾よくアクセスし、無線通信システム１００と基本的な通信を行
うことを容易にするように構成されうるとともに、低優先度コードストリーム１１０の中
のデータは、無線通信システム１００との間で強化された通信を提供するように構成され
うる。
【００１９】
　必須ではないが、いくつかの実施形態では、低優先度コードストリーム１１０は、高優
先度コードストリーム１０８の場合よりもデータ流量が低い。例えば、時間経過に伴い、
通信受信ノード１０６に向けられたデータの約１１／１６が高優先度コードストリーム１
０８を経由して送信されうるのに対し、通信受信ノード１０６に向けられたデータの約５
／１６が低優先度コードストリーム１０８を経由して送信されうる。
【００２０】
　任意選択ではあるが、通信受信ノード１０６に向けられたデータは、符号化されたビデ
オデータが例えば基本レイヤと強化レイヤとを含むように、階層化されたビデオ符号化方
式を用いて符号化されたビデオデータを含むことがある。これらのおよび他の実施形態で
は、高優先度コードストリーム１０８は、例えば、制御情報と符号化されたビデオデータ
の基本レイヤとを含みうる。制御情報は、通信受信ノード１０６が無線通信システム１０
０に首尾よくアクセスすることを容易にしうるとともに、ビデオデータの基本レイヤは、
基本的なビデオ品質を提供しうる。あるいはまたは追加的に、低優先度コードストリーム
１１０は、例えば、符号化されたビデオデータの強化レイヤを含みうる。符号化されたビ
デオデータの基本レイヤと符号化されたビデオデータの強化レイヤとを組み合わせること
により、通信受信ノード１０６は、符号化されたビデオデータの基本レイヤだけを用いた
場合に可能であるよりも、より高い品質のビデオを提供することができる。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、通信送信ノード１０２は、等しいまたは異なる長さのタイム
スロットにおいて、高優先度コードストリーム１０８に含まれるデータと低優先度コード
ストリーム１１０に含まれるデータとを交互の態様でインターリーブするように構成され
うる。高優先度コードストリーム１０８からのデータがその間に送信されるタイムスロッ
トを、以下では、「第１の時間間隔」と称し、低優先度コードストリーム１１０からのデ
ータがその間に送信されるタイムスロットを、以下では、「第２の時間間隔」と称すこと
がある。本明細書において用いられる「送信処理」とは、第１の時間間隔とその直後の第
２の時間間隔とにわたる通信送信ノード１０２による送信を示すことがある。
【００２２】
　概して、中継ノード１０４は、例えば通信送信ノード１０２など上流の局からのデータ
の送信を受信し、例えば通信受信ノード１０６など下流の局へのデータの送信を送出する
ように構成されうる。これらのおよび他の実施形態では、中継ノード１０４は、受信モー
ドと増幅／転送モードとを交互に行うことができる。受信モードは第１の時間間隔と同期
がとれ、増幅／転送モードは第２の時間間隔と同期がとれているようにできる。例えば、
受信モードにおいて、中継ノード１０４は、通信送信ノード１０２のそれぞれの送信処理
の第１の時間間隔の間に高優先度コードストリーム１０８を受信するように構成されうる
。あるいはまたは追加的に、増幅／転送モードにおいては、中継ノード１０４は、それぞ
れの送信処理の第２の時間間隔の間に高優先度コードストリーム１０８を増幅し通信受信
ノード１０６に転送するように構成されうる。それぞれの送信処理の第２の時間間隔の間
に中継ノード１０４によって増幅され通信受信ノード１０６に転送された高優先度コード
ストリーム１０８は、図１では、１１２で識別されており、以下では、「増幅された高優
先度コードストリーム１１２」と称される。
【００２３】
　通信受信ノード１０６は、端末、アクセス端末（ＡＴ）、モバイルステーション（ＭＳ
）、ユーザ機器（ＵＥ）、加入者ユニット、または局などと称することがある。いくつか
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の実施形態では、通信受信ノード１０６は、これらに限定されることはないが、携帯電話
、スマートフォン、もしくはラップトップコンピュータなど、またはこれらの組合せを含
みうる。
【００２４】
　通信受信ノード１０６は、ダウンリンク（例えば、高優先度および低優先度コードスト
リーム１０８、１１０および／または増幅された高優先度コードストリーム１１２）およ
び／またはアップリンク（図示せず）を経由して、通信送信ノード１０２と通信すること
ができる。ダウンリンク（または前方向リンク）とは、通信送信ノード１０２から通信受
信ノード１０６への通信リンクを指し、アップリンク（または逆方向リンク）とは、通信
受信ノード１０６から通信送信ノード１０２への通信リンクを指す。
【００２５】
　通信受信ノード１０６は、概して、通信送信ノード１０２と中継ノード１０４とのどち
らか一方または両方によって通信受信ノード１０６に送信されたデータを受信するように
構成されている。いくつかの実施形態では、例えば、通信受信ノード１０６は、通信送信
ノード１０２からの高優先度コードストリーム１０８および／または低優先度コードスト
リーム１１０に含まれているデータを受信するように構成されている。これらのまたは他
の実施形態では、通信受信ノード１０６は、実質的に第１の時間間隔の間に高優先度コー
ドストリーム１０８を受信し、実質的に第２の時間間隔の間に低優先度コードストリーム
１１０を追加的に受信しうる。
【００２６】
　あるいはまたは追加的に、通信受信ノード１０６は、中継ノード１０４からの増幅され
た高優先度コードストリーム１１２に含まれているデータを受信するように構成されうる
。これらのおよび他の実施形態では、通信受信ノード１０６は、実質的に第２の時間間隔
の間に、増幅された高優先度コードストリーム１１２を受信しうる。したがって、通信受
信ノード１０６は、実質的に第２の時間間隔の間に、通信送信ノード１０２からの低優先
度コードストリーム１１０と中継ノード１０４からの増幅された高優先度コードストリー
ム１１２とを受信するように構成されうる。これは、両者が、いくつかの実施形態による
と、第２の時間間隔の間に通信受信ノード１０６に送信されうるからである。
【００２７】
　あるいはまたは追加的に、通信受信ノード１０６は、増幅された高優先度コードストリ
ーム１１２を低優先度コードストリーム１１０から分離するように構成されうる。例えば
、通信受信ノード１０６は、増幅された高優先度コードストリーム１１２を低優先度コー
ドストリーム１１０から分離するために、両者共に実質的に第２の時間間隔の間に受信さ
れる低優先度コードストリーム１１０と増幅された高優先度コードストリーム１１２との
最小平均２乗誤差解析を実行することがありうる。
【００２８】
　図２は、本明細書に記載されている少なくともいくつかの実施形態に従って構成されて
いる図１の無線通信システム１００において送受信されるデータ２００の概略図である。
図１および図２を組み合わせて参照すると、データ２００は、通信送信ノード１０２と関
連する第１のデータ２００Ａと、中継ノード１０４と関連する第２のデータ２００Ｂと、
通信受信ノード１０６と関連する第３のデータ２００Ｃとを含みうる。
【００２９】
　より詳細には、通信送信ノード１０２と関連する第１のデータ２００Ａは、高優先度コ
ードストリーム１０８に含まれる高優先度データＸ１と、低優先度コードストリーム１１
０に含まれる低優先度データＸ２とを含みうる。高優先度データＸ１は、第１の時間間隔
の間に通信送信ノード１０２によって送信され、継続時間ｔを有しうる。低優先度データ
Ｘ２は、第２の時間間隔の間に通信送信ノード１０２によって送信され、やはり継続時間
ｔを有しうる。第１の時間間隔は図２では２０２で識別されており、第２の時間間隔は図
２では２０４で識別されている。
【００３０】



(10) JP 5769876 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

　中継ノード１０４と関連する第２のデータ２００Ｂは、第１の時間間隔２０２の間に高
優先度コードストリーム１０８において通信送信ノード１０２から受信される高優先度デ
ータＸ１－Ｒ１と、第２の時間間隔２０４の間に増幅された高優先度コードストリーム１
１２において通信受信ノード１０６に送信される増幅された高優先度データＸ１－Ａとを
含みうる。いくつかの実施形態では、第２の時間間隔２０４の間に増幅された高優先度コ
ードストリーム１１２において通信受信ノード１０６に送信される増幅された高優先度デ
ータＸ１－Ａの各ブロックは、第１の時間間隔２０２の直前の間に通信送信ノード１０２
から受信された高優先度データＸ１－Ｒ１の対応するブロックの増幅されたものを含みう
る。
【００３１】
　通信受信ノード１０６と関連する第３のデータ２００Ｃは、第１の時間間隔２０２の間
に高優先度コードストリーム１０８において通信送信ノード１０２から受信される高優先
度データＸ１－Ｒ２を含みうる。しかし、第２の時間間隔２０４の間には、通信受信ノー
ド１０６は、増幅された高優先度コードストリーム１１２において中継ノード１０４から
の増幅された高優先度データＸ１－ＡＲと、低優先度コードストリーム１１０において通
信送信ノード１０２からの低優先度データＸ２－Ｒとの一方または両方を受信しうる。い
くつかの実施形態では、通信受信ノード１０６で、高優先度コードストリーム１０８の高
優先度データＸ１－Ｒ２を第１の時間間隔２０２の間に、増幅された高優先度コードスト
リーム１１２の増幅された高優先度データＸ１－ＡＲを第２の時間間隔２０４の間に受信
することにより、当初に送信された高優先度データＸ１に関する時間ダイバーシティが提
供され、これにより、例えばエラーバーストを除去するまたは最小化することによって、
当初に送信された高優先度データＸ１の受信パフォーマンスが向上しうる。
【００３２】
　図３は、本明細書に記載されている少なくともいくつかの実施形態に従って構成されて
いる、図１の通信送信ノード１０２と通信受信ノード１０６との例示的な実施形態のブロ
ック図である。
【００３３】
　この例示されている実施形態では、通信送信ノード１０２は、例えば、データソース３
０２と、送信（ＴＸ）データプロセッサ３０４と、ＴＸ多入力多出力（ＭＩＭＯ）プロセ
ッサ３０６と、１つまたは複数のトランシーバ３０８Ａ～３０８Ｎと、１つまたは複数の
アンテナ３１０Ａ～３１０Ｎと、プロセッサ３１２と、メモリまたは他のコンピュータ可
読記憶媒体３１４と、受信（ＲＸ）データプロセッサ３１６と、復調器３１８とを含みう
る。トランシーバ３０８Ａ～３０８Ｎは、それぞれが、送信機（ＴＭＴＲ）と受信機（Ｒ
ＣＶＲ）とを含みうる。
【００３４】
　あるいはまたは追加的に、通信受信ノード１０６は、例えば、データソース３２０と、
ＴＸデータプロセッサ３２２と、変調器３２４と、１つまたは複数のトランシーバ３２６
Ａ～３２６Ｎと、１つまたは複数のアンテナ３２８Ａ～３２８Ｎと、プロセッサ３３０と
、メモリまたは他のコンピュータ可読記憶媒体３３２と、ＲＸデータプロセッサ３３４と
を含みうる。トランシーバ３２６Ａ～３２６Ｎは、それぞれが、送信機（ＴＭＴＲ）と受
信機（ＲＣＶＲ）とを含みうる。
【００３５】
　次に、図３に示されている通信送信ノード１０２と通信受信ノード１０６とのコンポー
ネントの動作の例示的な実施形態について、説明される。通信送信ノード１０２では、多
数のデータストリームのためのトラフィックデータが、データソース３０２からＴＸデー
タプロセッサ３０４に提供されうる。ＴＸデータプロセッサ３０４は、符号化されたデー
タを提供する当該データストリームのために選択された特定の符号化方式に基づいて、そ
れぞれのデータストリームのためのトラフィックデータをフォーマットし、符号化し、イ
ンターリーブすることができる。
【００３６】
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　それぞれのデータストリームのための符号化されたデータは、ＯＦＤＭ技術を用いて、
パイロットデータと多重化されうる。パイロットデータは、既知の態様で処理され受信機
システムにおいてチャネル応答を推定するのに用いることができる既知のデータパターン
を含みうる。次に、それぞれのデータストリームのための多重化されたパイロットデータ
と符号化されたデータとは、変調シンボルを提供する当該データストリームのために選択
された特定の変調方式（例えば、ＢＰＳＫ、ＱＳＰＫ、Ｍ－ＰＳＫ、またはＭ－ＱＡＭ）
に基づいて、変調されうる（すなわち、シンボルマッピングされうる）。
【００３７】
　それぞれのデータストリームに対するデータレート、符号化、および変調は、メモリ３
１４上に記憶されているコンピュータ実行可能命令を実行するプロセッサ３１２によって
決定されうる。あるいはまたは追加的に、プロセッサ３１２は、メモリ３１４または他の
場所に記憶されており、通信送信ノード１０２に本明細書に記載されている動作のうちの
１つまたは複数を実行させるのに有効なコンピュータ実行可能命令を実行しうる。メモリ
３１４は、データだけではなくてプログラムコードのようなコンピュータ実行可能命令、
および／または、プロセッサ３１２もしくは通信送信ノード１０２の他のコンポーネント
によって用いられる他の情報を記憶することができる。
【００３８】
　次に、すべてのデータストリームに対する変調シンボルがＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ３
０６に提供され、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ３０６がこの変調シンボル（例えば、ＯＦＤ
Ｍのために）をさらに処理することがありうる。次いで、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ３０
６は、変調シンボルストリームをトランシーバ３０８Ａ～３０８Ｎに提供しうる。いくつ
かの実施形態では、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ３０６は、データストリームのシンボルに
、および／または、シンボルがそこから送信されるアンテナ３１０Ａ～３１０Ｎに、ビー
ムフォーミングウェイトを適用しうる。
【００３９】
　それぞれのトランシーバ３０８Ａ～３０８Ｎは、１つまたは複数のアナログ信号を提供
するようにそれぞれのシンボルストリームを受信して処理し、ＭＩＭＯチャネル上の送信
に適した変調された信号を提供するようにアナログ信号をさらに条件付ける（例えば、増
幅する、フィルタリングする、かつ／またはアップコンバートする）ことがある。トラン
シーバ３０８Ａ～３０８Ｎからの変調された信号は、次に、それぞれアンテナ３１０Ａ～
３１０Ｎから送信される。
【００４０】
　通信受信ノード１０６において、変調され送信された信号は、アンテナ３２８Ａ～３２
８Ｎによって受信され、それぞれのアンテナ３２８Ａ～３２８Ｎからの受信された信号は
、それぞれのトランシーバ３２６Ａ～３２６Ｎに提供されうる。それぞれのトランシーバ
３２６Ａ～３２６Ｎは、それぞれの受信された信号を条件付けし（例えば、フィルタリン
グし、増幅し、ダウンコンバートし）、条件付けされた信号をデジタル化してサンプルを
提供し、さらにサンプルを処理して対応する「受信された」シンボルストリームを提供し
うる。
【００４１】
　次に、ＲＸデータプロセッサ３３４は、「検出された」シンボルストリームを提供する
ために、特定の受信機処理技術に基づいて、トランシーバ３２６Ａ～３２６Ｎからの受信
されたシンボルストリームを受け取り処理しうる。次いで、ＲＸデータプロセッサ３３４
は、データストリームのためのトラフィックデータを回復するために、それぞれの検出さ
れたシンボルストリームを復調し、デインターリーブして、復号しうる。ＲＸデータプロ
セッサ３３４による処理は、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ３０６とＴＸデータプロセッサ３
０４とによって通信送信ノード１０２において実行される処理に対して、相補的でありう
る。
【００４２】
　プロセッサ３３０は、どのプリコーディング行列を用いるべきかを周期的に判断しうる
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。プロセッサ３３０は、行列インデクス部分とランク値部分とを含む逆方向リンクメッセ
ージを定式化しうる。あるいはまたは追加的に、プロセッサ３３０は、メモリ３３２また
は他の場所に記憶されており通信受信ノード１０６に本明細書に記載されている動作の１
つまたは複数を実行させるのに有効なコンピュータ実行可能命令を実行することができる
。メモリ３３２は、データだけではなくてプログラムコードのようなコンピュータ実行可
能命令、および／または、プロセッサ３１２もしくは通信受信ノード１０６の他のコンポ
ーネントによって用いられる他の情報を記憶することができる。
【００４３】
　逆方向リンクメッセージは、通信受信ノード１０６によって生成され、通信受信ノード
１０６と通信送信ノード１０２との間の通信リンクに関する、および／または、受信され
たデータストリームに関する、様々なタイプの情報を含みうる。逆方向リンクメッセージ
は、データソース３２０からの１つまたは複数のデータストリームのためのトラフィック
データを受信することもできるＴＸデータプロセッサ３２２によって処理され、変調器３
２４によって変調され、トランシーバ３２６Ａ～３２６Ｎによって条件付けされ、通信送
信ノード１０２へと送り返されてもよい。
【００４４】
　通信送信ノード１０２においては、通信受信ノード１０６からの変調された信号がアン
テナ３１０Ａ～３１０Ｎによって受信され、トランシーバ３０８Ａ～３０８Ｎによって条
件付けされ、復調器３１８によって復調され、ＲＸデータプロセッサ３１６によって処理
されることにより、通信受信ノード１０６によって送信された逆方向リンクメッセージが
抽出される。次に、プロセッサ３１２は、ビームフォーミングウェイトを決定するのにど
のプリコーディング行列を用いるべきかを決定し、および／または、次に抽出されたメッ
セージを処理しうる。
【００４５】
　図４は、本明細書に記載されている少なくともいくつかの実施形態に従って構成された
、無線通信システムでデータを送信する方法４００の例示的な流れ図を示している。方法
４００は、例えば図１の無線通信システム１００における通信送信ノード１０２などによ
って、全体としてまたは部分的に実行されうる。方法４００は、ブロック４０２、４０４
および／または４０６のうちの１つまたは複数によって例示されているように、様々な動
作、機能または作用を含む。方法４００は、ブロック４０２で開始しうる。
【００４６】
　ブロック４０２［「通信受信ノードに向けられたデータを、高優先度コードストリーム
と低優先度コードストリームとに分割する」］では、図１の通信受信ノード１０６などの
通信受信ノードに向けられたデータが、図１の高優先度および低優先度コードストリーム
１０８、１１０などの高優先度コードストリームと低優先度コードストリームに分割され
る。データは、このデータの相対的な重要性に基づいて、高優先度コードストリームと低
優先度コードストリームに分割されうる。例えば、階層的ビデオ符号化方式を用いて符号
化されたビデオデータは、基本レイヤと強化レイヤとを含みうる。いくつかの実施形態で
は、基本レイヤは強化レイヤよりも相対的により重要であると考えてもよく、したがって
、基本レイヤは高優先度コードストリームに含まれうるが、強化レイヤは低優先度コード
ストリームに含まれうる。
【００４７】
　高優先度コードストリームと低優先度コードストリームとに含まれるデータは、符号化
されうる。これらのおよび他の実施形態では、高優先度コードストリームと低優先度コー
ドストリームでのデータの符号化は、同じ場合と異なる場合とがありうる。あるいはまた
は追加的に、高優先度コードストリームは通信受信ノードのための基本通信サービスを保
証するように構成されうるとともに、低優先度コードストリームは通信受信ノードのため
の通信サービスを強化するように構成されうる。ブロック４０２の次には、ブロック４０
４が続きうる。
【００４８】
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　ブロック４０４［「高優先度コードストリームを、通信受信ノードと中継ノードとに送
信する」］では、高優先度コードストリームが、通信受信ノードと中継ノードとに送信さ
れうる。これらのおよび他の実施形態では、中継ノードは、高優先度コードストリームを
受信し、増幅して、通信受信ノードに転送するように構成されうる。あるいはまたは追加
的に、通信受信ノードは、実質的に第１の時間間隔の間に高優先度コードストリームを受
信するように構成され、実質的に第１の時間間隔とインターリーブされた第２の時間間隔
の間に、低優先度コードストリームと増幅された高優先度コードストリームとの両方を受
信するようにさらに構成されうる。あるいはまたは追加的に、高優先度コードストリーム
を通信受信ノードと中継ノードとに送信することは、高優先度コードストリームに含まれ
るデータを第１の時間間隔の間に送信することを含みうる。ブロック４０４の次には、ブ
ロック４０６が続きうる。
【００４９】
　ブロック４０６［「低優先度コードストリームを、通信受信ノードに送信する」］では
、低優先度コードストリームが、通信受信ノードに送信されうる。低優先度コードストリ
ームを通信受信ノードに送信することは、低優先度コードストリームに含まれるデータを
第２の時間間隔の間に送信することを含みうる。
【００５０】
　本明細書に開示されているいくつかの実施形態は、図４のブロック４０２、４０４、お
よび／または４０６によって例示されている動作など、図４の方法４００に含まれる動作
を実行するようにコンピューティングデバイスによって実行可能なコンピュータ実行可能
命令が記憶されているコンピュータ可読記憶媒体を含む。これらのおよび他の実施形態で
は、コンピューティングデバイスは、通信送信ノードに含まれうる。例えば、コンピュー
ティングデバイスは、図３の通信送信ノード１０２に含まれるプロセッサ３１２を含みう
る。あるいはまたは追加的に、コンピュータ可読記憶媒体は、図３の通信送信ノード１０
２に含まれるメモリ３１４を含みうる。
【００５１】
　本明細書に開示されているこのおよび他の処理ならびに方法に関し、処理および方法で
実行される機能は異なる順序での実装も可能であるということは、当業者であれば理解す
るはずである。さらに、概説されているステップおよび動作は単なる例として提供されて
いるにすぎず、開示されている実施形態の本質を損ねることなく、ステップおよび動作の
うちのいくつかは、任意選択とすることができる、組み合わせてより少数のステップおよ
び動作にすることができる、または追加的なステップおよび動作に拡張することができる
。
【００５２】
　例えば、低優先度コードストリームが通信受信ノードに送信されるブロック４０６は、
無線通信システムにおけるデータトラフィックを低減させるために、省略することが可能
である。データトラフィックの減少は、無線通信システムにおけるシステムリソースに対
する要求が大きな期間、リソースの利用可能性が低い期間、および／または他の場合に、
望ましいことがありうる。これらのおよび他の実施形態では、通信受信ノードに送信され
るおよび中継ノードによって通信受信ノードに転送される高優先度コードストリームは、
通信受信ノードのための基本通信サービスを保証することができるとともに、システムリ
ソースに対する要求は、低優先度コードストリームを送信しないことによって減少させる
ことができる。
【００５３】
　図５は、本明細書に記載されている少なくともいくつかの実施形態に従って構成されて
いる、無線通信システムにおいてデータを受信する方法５００の例示的な流れ図を示して
いる。方法５００は、全体として、または部分的に、例えば図１の無線通信システム１０
０における通信受信ノード１０６などによって、実行されうる。方法５００は、ブロック
５０２、５０４、５０６の１つまたは複数によって例示されているように、様々な動作、
機能または作用を含む。方法５００は、ブロック５０２で開始しうる。
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【００５４】
　ブロック５０２［「実質的に第１の時間間隔の間に、高優先度コードストリームを通信
送信ノードから受信する」］では、通信送信ノードからの高優先度コードストリームが、
実質的に第１の時間間隔の間に受信される。第１の時間間隔２０２は、例えば、図２の第
１の時間間隔に対応しうる。高優先度コードストリームは、高優先度コードストリームを
受信する通信受信ノードのための基本通信サービスを保証するように構成されうる。ブロ
ック５０２の次には、ブロック５０４が続きうる。
【００５５】
　ブロック５０４［「実質的に第２の時間間隔の間に、低優先度コードストリームを通信
送信ノードから受信する」］では、通信送信ノードからの低優先度コードストリームが、
実質的に第２の時間間隔の間に受信されうる。第２の時間間隔は、例えば、図２の第２の
時間間隔２０４に対応しうる。低優先度コードストリームは、高優先度コードストリーム
だけが受信されるときの受信品質に対して、通信受信ノードのための通信サービスを強化
するように構成されうる。ブロック５０４の次には、ブロック５０６が続きうる。
【００５６】
　ブロック５０６［「実質的に第２の時間間隔の間に、増幅された高優先度コードストリ
ームを中継ノードから受信する」］では、中継ノードからの増幅された高優先度コードス
トリームが、実質的に第２の時間間隔の間に受信されうる。いくつかの実施形態では、第
１の時間間隔の間に高優先度コードストリームを受信し、第２の時間間隔の間に増幅され
た高優先度コードストリームを受信するというように、両方を受信することによって、高
優先度コードストリームに含まれるデータに対する時間ダイバーシティが与えられる。通
信受信ノードは、この時間ダイバーシティを利用して、例えばエラーバーストを最小化す
るまたは減少させ、それによって、受信パフォーマンスを向上させることができる。
【００５７】
　方法５００は、図５に例示されているよりも多数のまたはそれよりも少数のステップを
含むように、修正することが可能である。例えば、低優先度コードストリームが通信送信
ノードから受信されるブロック５０４は、例えば、通信送信ノードが低優先度コードスト
リームを送信しない場合、またはそうでなければ、通信受信ノードが低優先度コードスト
リームを受信できない場合には、省略することができる。図４に関して上述したように、
通信送信ノードは、システムリソースに対する要求が大きい期間、リソースの利用可能性
が低い期間、またはそれに類似する期間には、低優先度コードストリームを送信しないと
いう決定をすることができる。これらのおよび他の実施形態では、通信送信ノードから受
信される高優先度コードストリームと中継ノードから受信される増幅された高優先度コー
ドストリームとにより、低優先度コードストリームが存在しない場合であっても、通信受
信ノードのための基本通信サービスが保証されうる。
【００５８】
　別の例として、方法５００は、増幅された高優先度コードストリームを低優先度コード
ストリームから分離することをさらに含む場合もありうる。増幅された高優先度コードス
トリームを低優先度コードストリームから分離することは、受信された低優先度コードス
トリームと増幅された高優先度コードストリームとについて最小平均２乗誤差解析を実行
することを含みうる。
【００５９】
　さらに別の例として、方法５００は、サービスの品質を向上させるために、低優先度コ
ードストリームと高優先度コードストリームとを組み合わせることをさらに含みうる。低
優先度コードストリームと高優先度コードストリームとは、高優先度コードストリームと
低優先度コードストリームとにおけるデータがビデオデータを含む実施形態において階層
的なビデオデコーダなどの特定のデコーダを用いることにより、組み合わせることが可能
である。
【００６０】
　本明細書に開示されているいくつかの実施形態には、図５におけるブロック５０２、５
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０４、および／または５０６によって例示されている動作など、図５の方法５００に含ま
れている動作を実行するためにコンピューティングデバイスによって実行可能なコンピュ
ータ実行可能命令が記憶されているコンピュータ可読記憶媒体が含まれる。これらのおよ
び他の実施形態において、コンピューティングデバイスは、通信受信ノードに含まれうる
。例えば、このコンピューティングデバイスは、図３の通信受信ノード１０６に含まれる
プロセッサ３３０を含みうる。あるいはまたは追加的に、コンピュータ可読記憶媒体は、
図３の通信受信ノード１０６に含まれているメモリ３３２を含みうる。
【００６１】
　図６は、本明細書に記載されている少なくともいくつかの実施形態に従って構成されて
いる様々な無線通信システムの間の性能（capacity）を比較するグラフである。図６は、
第１の曲線６０２と第２の曲線６０４とを含んでいる。第１の曲線６０２は、第１の無線
通信システムにおいてシミュレートされた性能を距離Ｄ（単位は、キロメートル（ｋｍ）
）の関数として表しうる。第１の無線通信システムは、概して、図１に例示されているよ
うに構成可能であって、通信送信ノードと、中継ノードと、通信受信ノードとを含むこと
ができ、これらすべては概ね、上述したように構成されている。距離Ｄは、通信送信ノー
ドから通信受信ノードまでの距離を示すことができる。次の表１には、第１の曲線６０２
のシミュレーションにおいて用いられた様々なシミュレーションパラメータが与えられて
いる。
【００６２】
【表１】

【００６３】
　第２の曲線６０４は、第２の無線通信システムにおいてシミュレートされた性能を、距
離Ｄの関数として表しうる。第２の無線通信システムは、中継ノードを含まず、通信送信
ノードと通信受信ノードとを含みうる。さらに、第２の無線通信システムは、中継ノード
が存在しない無線通信システムにおいて用いられることが多い標準的な高カバレッジブロ
ードキャストモードを実装しうる。
【００６４】
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　第１および第２の曲線６０２、６０４を比較することによって図６に見られるように、
第１および第２の無線通信システムの性能は、Ｄ＝０ｋｍから約Ｄ＝１．１５ｋｍまでは
実質的に同一である。しかし、約Ｄ＝１．１５ｋｍから約Ｄ＝２ｋｍでは、中継ノードを
含んでおり本明細書に開示されているように概して構成されている第１の無線通信システ
ムの性能は、中継ノードを欠いている第２の無線通信システムの性能と比較して著しく向
上している。
【００６５】
　図７は、少なくともいくつかの実施形態に従って構成されている様々な無線通信システ
ムの間で動作停止発生率を比較しているグラフである。図７は、第１の曲線７０２と、第
２の曲線７０４と、第３の曲線７０６とを含んでいる。第１の曲線７０２は、図６との関
係で記載した第１の無線通信システムにおける高優先度コードストリームについて、シミ
ュレートされた動作停止を、距離Ｄ（単位ｋｍ）の関数として表しうる。第２の曲線７０
４は、第１の無線通信システムにおける低優先度コードストリームについて、シミュレー
トされた動作停止を、距離Ｄの関数として表しうる。第３の曲線７０６は、図６との関係
で記載した第２の無線通信システムにおける標準的な送信ストリームについて、シミュレ
ートされた動作停止を、距離Ｄの関数として表しうる。
【００６６】
　第１、第２および第３の曲線７０２、７０４、７０６を比較することによって図７に見
られるように、高優先度コードストリームの動作停止（第１の曲線７０２）は、約１ｋｍ
から約２ｋｍにおいて、標準的な送信ストリームの動作停止（第３の曲線７０６）よりも
著しく少ない。さらに、低優先度コードストリームの動作停止（第２の曲線７０４）は、
約１．２５ｋｍから約２ｋｍにおいて、標準的な送信ストリームの動作停止よりも著しく
少ない。
【００６７】
　本明細書に記載されているいくつかの実施形態は、例えば、システムの性能を向上させ
ることにより、もしくは、ユーザの動作停止発生率を減少させることにより、またはそれ
以外の点でパフォーマンスを向上させることにより、無線通信システムのパフォーマンス
を向上させうることが、図６および図７から見ることができる。あるいはまたは追加的に
、本明細書に記載されているいくつかの実施形態は、無線通信システムに低コストの中継
ノードを追加し、階層的な送信方式を実装することによって、既存の無線通信システムに
おいて実装することが可能である。したがって、本明細書に記載されているいくつかの実
施形態は、無線通信システムのオペレータが無線システムのカバレッジを効率的かつ柔軟
に拡げ、また、システムに関するユーザの体験を向上させることを可能にすることにより
、顧客規模を拡大し営業利益を増大させる。
【００６８】
　本開示は、本明細書に記載され様々な態様の例示として意図されている特定の実施形態
に限定されることはない。当業者には明らかであるように、その精神および範囲から逸脱
することなく、多くの修正および変更を行うことが可能である。本明細書で列挙されたも
のに加えて、本開示の範囲に含まれる機能的に均等な方法および装置が、以上の記載から
当業者には明らかなはずである。そのような修正形態および変更形態は、添付の特許請求
の範囲に属することが意図されている。本開示は、特許請求の範囲が及ぶ均等物の全範囲
と共に、添付の特許請求の範囲の文言によってのみ限定される。本開示は、当然に変動の
余地がある特定の方法、試薬、化合物、組成または生物系に限定されないことを理解すべ
きである。また、本明細書で用いられている用語は特定の実施形態を説明する目的のみを
有するのであって、限定を意図していないことも理解すべきである。
【００６９】
　本明細書における実質的にすべての複数形および／または単数形の用語の使用に対して
、当業者は、状況および／または用途に適切なように、複数形から単数形に、および／ま
たは単数形から複数形に変換することができる。様々な単数形／複数形の置き換えは、理
解しやすいように、本明細書で明確に説明することができる。



(17) JP 5769876 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

【００７０】
　通常、本明細書において、特に添付の特許請求の範囲（例えば、添付の特許請求の範囲
の本体部）において使用される用語は、全体を通じて「オープンな（ｏｐｅｎ）」用語と
して意図されていることが、当業者には理解されよう（例えば、用語「含む（ｉｎｃｌｕ
ｄｉｎｇ）」は、「含むがそれに限定されない（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ｂｕｔ　ｎｏｔ　
ｌｉｍｉｔｅｄ　ｔｏ）」と解釈されるべきであり、用語「有する（ｈａｖｉｎｇ）」は
、「少なくとも有する（ｈａｖｉｎｇ　ａｔ　ｌｅａｓｔ）」と解釈されるべきであり、
用語「含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」は、「含むがそれに限定されない（ｉｎｃｌｕｄｅｓ
　ｂｕｔ　ｉｓ　ｎｏｔ　ｌｉｍｉｔｅｄ　ｔｏ）」と解釈されるべきである、など）。
導入される請求項で具体的な数の記載が意図される場合、そのような意図は、当該請求項
において明示的に記載されることになり、そのような記載がない場合、そのような意図は
存在しないことが、当業者にはさらに理解されよう。例えば、理解の一助として、添付の
特許請求の範囲は、導入句「少なくとも１つの（ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｏｎｅ）」および「
１つまたは複数の（ｏｎｅ　ｏｒ　ｍｏｒｅ）」を使用して請求項の記載を導くことを含
む場合がある。しかし、そのような句の使用は、同一の請求項が、導入句「１つまたは複
数の」または「少なくとも１つの」および「ａ」または「ａｎ」などの不定冠詞を含む場
合であっても、不定冠詞「ａ」または「ａｎ」による請求項の記載の導入が、そのように
導入される請求項の記載を含む任意の特定の請求項を、単に１つのそのような記載を含む
実施形態に限定する、ということを示唆していると解釈されるべきではない（例えば、「
ａ」および／または「ａｎ」は、「少なくとも１つの」または「１つまたは複数の」を意
味すると解釈されるべきである）。同じことが、請求項の記載を導入するのに使用される
定冠詞の使用にも当てはまる。また、導入される請求項の記載で具体的な数が明示的に記
載されている場合でも、そのような記載は、少なくとも記載された数を意味すると解釈さ
れるべきであることが、当業者には理解されよう（例えば、他の修飾語なしでの「２つの
記載（ｔｗｏ　ｒｅｃｉｔａｔｉｏｎｓ）」の単なる記載は、少なくとも２つの記載、ま
たは２つ以上の記載を意味する）。さらに、「Ａ、ＢおよびＣ、などの少なくとも１つ」
に類似の慣例表現が使用されている事例では、通常、そのような構文は、当業者がその慣
例表現を理解するであろう意味で意図されている（例えば、「Ａ、Ｂ、およびＣの少なく
とも１つを有するシステム」は、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡおよびＢを共に、Ａおよび
Ｃを共に、ＢおよびＣを共に、ならびに／またはＡ、Ｂ、およびＣを共に、などを有する
システムを含むが、それに限定されない）。「Ａ、Ｂ、またはＣ、などの少なくとも１つ
」に類似の慣例表現が使用されている事例では、通常、そのような構文は、当業者がその
慣例表現を理解するであろう意味で意図されている（例えば、「Ａ、Ｂ、またはＣの少な
くとも１つを有するシステム」は、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡおよびＢを共に、Ａおよ
びＣを共に、ＢおよびＣを共に、ならびに／またはＡ、Ｂ、およびＣを共に、などを有す
るシステムを含むが、それに限定されない）。２つ以上の代替用語を提示する事実上いか
なる離接する語および／または句も、明細書、特許請求の範囲、または図面のどこにあっ
ても、当該用語の一方（ｏｎｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｅｒｍｓ）、当該用語のいずれか（ｅ
ｉｔｈｅｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｅｒｍｓ）、または両方の用語（ｂｏｔｈ　ｔｅｒｍｓ）
を含む可能性を企図すると理解されるべきであることが、当業者にはさらに理解されよう
。例えば、句「ＡまたはＢ」は、「Ａ」または「Ｂ」あるいは「ＡおよびＢ」の可能性を
含むことが理解されよう。
【００７１】
　さらに、本開示の特徴や態様がマーカッシュグループとして記載されている場合には、
当業者であれば、そのような開示が、そのマーカッシュグループの任意の個々の構成要素
または複数の構成要素から構成されるサブグループとしても記載されることを理解するは
ずである。
【００７２】
　当業者であれば理解するように、任意のおよびすべての目的について、記載された説明
を提供することに関し、本明細書で開示されているすべての範囲は、任意のおよびすべて
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の可能性のある下位の範囲と下位の範囲の組合せとにも及ぶ。任意のリスト化されている
範囲は、同一の範囲が、少なくとも、等しい２分の１、３分の１、４分の１、５分の１、
１０分の１などに分割されることを十分に説明し可能にしているものとして、容易に認識
されうる。非限定的な例として、本明細書で論じられているそれぞれの範囲は、下位の３
分の１、中間の３分の１、上位の３分の１などに容易に分割することができる。また、当
業者であれば理解するように、「まで」や「少なくとも」などのすべての言葉は、言及さ
れた数字を含み、上述したように、以後に下位の範囲に分割することができる範囲にも及
ぶ。最後に、当業者に理解されるように、範囲はそれぞれの個別の構成要素を含む。した
がって、例えば、１から３個のセルを有するグループは、１、２または３個のセルを有す
るグループに及ぶ。同様にして、１から５個のセルを有するグループは、１、２、３、４
または５個のセルを有するグループに及ぶ、などである。
【００７３】
　本明細書では本開示の様々な実施形態について説明の目的で記載してきたが、本開示の
範囲および精神から逸脱することなく様々な修正を行いうることは、以上から理解される
であろう。したがって、本明細書において開示されている様々な実施形態は、限定を意図
しておらず、真の範囲および精神は、添付の特許請求の範囲によって示される。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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